
　
固
定
資
産
税
は
毎
年
１
月
１
日

を
基
準
日
と
し
て
課
税
さ
れ
ま
す
。

令
和
５
年
中
に
新
増
築
が
完
了
し

た
建
物
に
つ
い
て
は
調
査
が
必
要

で
す
。
職
員
が
訪
問
し
ま
す
の
で
、

ご
都
合
の
良
い
日
時
︵
休
日
を
除

く
︶
を
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
取
り
壊
し
建
物
に
つ
い
て
は

﹁
取
り
壊
し
届
﹂
を
ご
提
出
い
た
だ

く
か
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。現
地
を

確
認
後
、
取
り
壊
し
た
家
屋
の
固

定
資
産
税
は
次
年
度
か
ら
課
税
さ

れ
な
く
な
り
ま
す
。

　
　
　
　
税
務
課
資
産
税
係

　︵
☎
内
線

131
〜

135
︶

　
農
業
者
年
金
は
積
立
方
式
の
確

定
拠
出
型
年
金
で
、
支
払
っ
た
保

険
料
全
額
が
、
社
会
保
険
料
控
除

の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
次
の
全
て
の
要
件
を
満
た
せ
ば
、

加
入
で
き
ま
す
。

①
年
間
60
日
以
上
農
業
に
従
事
す

る
方

②
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者

︵
国
民
年
金
の
保
険
料
納
付
免
除

者
を
除
く
︶

③
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
方
　
　

　
保
険
料
は
、
月
額
２
万
円
か
ら

６
万
７
千
円
の
間
で
、
千
円
単
位

で
選
択
で
き
、
認
定
農
業
者
な
ど

一
定
の
要
件
を
満
た
す
担
い
手
に

は
保
険
料
の
国
庫
補
助
が
あ
り
ま

す
。

　 

農
業
委
員
会
事
務
局

　
︵
☎
内
線

268
︶

◆
要
介
護
認
定
に
伴
う
障
害
者
控
除

　
確
定
申
告
を
す
る
本
人
ま
た
は

扶
養
家
族
が
、
要
介
護
認
定
者︵
令

和
５
年
12
月
31
日
現
在
、
要
支
援

２
以
上
︶の
場
合
、
障
害
者
控
除
に

必
要
な
﹁
障
害
者
控
除
対
象
者
認

定
書
﹂
を
市
役
所
・
総
合
事
務
所

で
発
行
し
ま
す
。

　
65
歳
未
満
で
も
、
常
に
就
床
を

要
し
複
雑
な
介
護
を
必
要
と
す
る

方
は
、
障
害
者
控
除
の
対
象
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◆
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除

　
お
む
つ
代
は
、
次
の
①
ま
た
は

②
の
ど
ち
ら
か
が
あ
れ
ば
、
確
定

申
告
の
際
に
医
療
費
と
し
て
申
告

で
き
ま
す
。

①
お
む
つ
使
用
証
明
書

　
寝
た
き
り
状
態
で
あ
る
こ
と
、

治
療
上
お
む
つ
の
使
用
が
必
要
で

あ
る
こ
と
の
証
明
書
。
医
療
機
関

で
発
行
で
き
ま
す
。

②
確
認
書

　
①
に
代
わ
る
も
の
で
、
次
の
要

件
を
全
て
満
た
す
場
合
に
市
役
所

で
発
行
し
ま
す
。

・
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
を
受

　
け
る
の
が
２
年
目
以
降
の
方

・
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方

・
市
が
要
介
護
認
定
の
際
に
医
療

　
機
関
か
ら
受
領
す
る
主
治
医
意

　
見
書
で
、
寝
た
き
り
状
態
に
あ

　
る
こ
と
、
尿
失
禁
発
生
の
可
能

　
性
が
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る

　
方

︻
手
続
き
方
法
︼

と
こ
ろ
　
介
護
保
険
課
、

　
各
総
合
事
務
所

持
ち
物
　
介
護
保
険
被
保
険
者
証
、

窓
口
に
来
る
方
の
本
人
確
認
書

類︵
運
転
免
許
証
な
ど
︶

　 
介
護
保
険
課︵
☎
内
線
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市
の
所
有
す
る
土
地
を
貸
し
出

す
際
の
貸
付
料
算
定
時
に
用
い
る

算
定
基
準
が
、
事
業
用
、
非
事
業
用

共
に
２
・
１
％
で
し
た
が
、
令
和

６
年
４
月
１
日
か
ら
次
の
と
お
り

変
更
に
な
り
ま
す
。

利
用
目
的
　
事
業
用

貸
付
財
産
種
別
　
土
地

算
定
基
準

　
３
・
５
％︵
１
・
４
％
の
増
加
︶

※

非
事
業
用
に
つ
い
て
は
変
更
あ

　
り
ま
せ
ん
。

　
な
お
、
現
在
土
地
を
貸
し
出
し

て
い
る
法
人
な
ど
に
対
し
て
は
、

激
変
緩
和
措
置
と
し
て
３
年
を
か

け
て
１
・
４
％
引
き
上
げ
ま
す
。

︵
１
年
目
０
・
５
％
増
、２
年
目
０
・

５
％
増
、３
年
目
０
・
４
％
増
︶

　
対
象
と
な
る
法
人
な
ど
に
は
別

途
通
知
し
ま
す
。

　 

資
産
経
営
課︵
☎
内
線
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︶

　
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
の
本

所
事
務
所
︵
中
津
︶
を
サ
ン
ラ
イ
フ

内
に
移
転
し
ま
す
。

移
転
先
　
サ
ン
ラ
イ
フ
内

　
旧
ワ
ー
カ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

移
転
予
定
日
　
12
月
18
日
㈪

　 

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
　
　

　︵
☎
66- 

８
８
９
０
︶

　

６
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固
定
資
産
税
　

こ
ん
な
と
き
は
届
け
出
を

介
護
保
険
の
税
務
申
告
に
関
す
る

お
知
ら
せ

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
の
移
転

土
地
貸
借
料
年
額
算
定
基
準
の

見
直
し

農
業
者
年
金
に
加
入
し
ま
せ
ん
か

問

問

問問

問
・
申
込

担
当
課

　広報なかつがわ・市ホー
ムページに関するアンケー
トを行なっています。皆さん
のご意見をお待ちしていま
す。
回答期限
　12月31日㈰
　 広報広聴課
　（☎内線 315）

アンケートに
ご協力ください

高
齢
支
援
課︵
☎
内
線

604
︶

問

有　料　広　告有　料　広　告


